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秩父消防本部からのお知らせ

住宅用火災警報器の設置が消防法により義務づけられています

電気自動車を充電する急速充電設備の設置届出が必要となります。
　電気自動車の普及により、急速充電設備の高出力化が必要であるこ
とから、火災予防上の安全を確保した上で、安心して充電できるよう
に秩父広域市町村圏火災予防条例の一部が改正されました。主な改正
内容は、次のとおりです。
１　�施行日は令和３年４月１日からです。（既に設置、設置工事中の

ものは適用されません。）
２　�急速充電設備の全出力の上限が２００キロワットまで拡大されま

した。
３　�急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の細目が改正さ

れました。
４　�急速充電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。）は、

消防（分）署への設置の届出が必要です。
　　詳しい基準等については、消防本部予防課へお問合せください。

　住宅用火災警報器（住警
器）の設置により、火災発
生時の死亡リスクや損失の
拡大リスクが大幅に減少し
ています。
　住警器の電池交換は１０
年が目安です。ご自宅の住
警器がいざという時のため
に、作動するのかを確認し
ましょう。
　さらなる火災予防にご協
力をお願いします。
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 問合せ 　秩父消防本部予防課　☎２１・０１２１

ごみ収集車で火災が発生しました
スプレー缶などは、中身を使い切ってから不燃ごみとして出してください！

　令和２年１２月、秩父市大野原並びに下影森地内で不燃ごみ収集を実施中に収集車両の火災が発生しまし
た。また、１１月にも１件の火災が発生しています。
　排出された不燃ごみの中から、中身の残ったスプレー缶やガスボンベが確認され、これが火災原因とみら
れています。
　こうした事故は、付近の住民や通行人、収集員にとって大変危険なばかりでなく、皆さまのごみの円滑な
処理にも影響が出ることとなります。
　住民の皆さまには、適正な排出についてお願いしているところですが、再度ご確認をいただき、円滑で安
全なごみ収集が行えるようご協力をお願いします。
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